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２０２５年日本国際博覧会 パビリオン工事他に係る、              工事の

施工にあたり、貴統括安全衛生責任者（以下甲という。）に対し、           （以下乙と

いう。）は、労働安全衛生法及び安全衛生に関する法令に定める責務並びに甲で定める安全衛生に

関する規律、基準、指導事項等を誠実に守るとともに、特に次の事項を遵守することを確約いた

します。 

１． 乙は、当該作業に従事する従業員に対し、労働安全衛生法に定める作業内容変更時教育（新

規入場者教育）を行ったうえその作業にあたらせる。 

２． 乙は、労働安全衛生法に定める必要な管理者を選任し、免許取得者、作業主任者、特別教育

修了者等の有資格者を配置し、法に基づく適切な措置を講じさせる等、安全衛生管理体制を

整える。 

３． 乙は、甲が行う安全衛生協議会、安全衛生大会等に参加する。 

４． 乙は、甲が行う作業及び安全衛生打合会に参加する。また、乙は、作業開始前に当該作業に

従事する従業員に対する作業指示に合せて、安全な作業方法及び手順を周知させる。 

５． 乙は、免許取得等の資格を要する業務には、必ず当該有資格者を配置し、これにあたらせ

る。 

６． 乙は、持込使用する工事機械、電気機械器具、車輌等は、法令で定められた構造規格を保持

し、安全性を確認したうえで使用する。また、乙は、自らの責任において乙の定める点検表

により持込時・始業時及び定期等の点検整備を実施し、その結果を定期的に甲に報告する。 

７． 乙は、次の事項に関しては甲の指示を受け、これを遵守する。 

（１） クレーン等の運転についての合図 

（２） 事故現場等に表示する標識 

（３） 有機溶剤等の容器（空容器を含む）の集積場所 

（４） 火災・出水・土砂崩壊等または、放射性物質の照射等の場合の警報 

（５） 避難等の訓練の実施時期及び実施方法 

８． 乙は、工事の施工にあたり、関係工事または、工区内において別途に発注された工事を施工す

る他の事業者及び、その従業員並びに、第三者に対して、災害を発生させないように万全を期

する。 

９． 乙は、その他、労働災害防止のために甲の定めた規律を守るとともに、関係業者相互間の協調

に努める。 

 



 

 

10.  乙及び、乙の協力会社の従業員が、現場内で事故災害を発見または予見したときは、工事担当

の如何を問わず直ちに臨機の処置をとるとともに、速やかに甲または、その代理人に通報しそ

の指示をうける。 

11.  乙及び、乙の協力会社の従業員が、現場内または通勤途上で負傷したときは、負傷の程度に関

わらず、すみやかに甲に報告する。 

12. 乙は「工事に関する情報」（発注者、近隣住民、工事関係者の個人情報や協力会社リスト、工

事関係者リスト、建物内部や外部の工事状況の写真撮影・記録等）を口外せず、また、インタ

ーネット上のブログやソーシャルメディア等への投稿や第三者への情報提供は一切行わない。

なお、本条項に違反し、工事関係者等（発注者、設計者及び貴社等）に損害が発生した場合

は、その損害について賠償請求されても何ら異議申立てを行わず補償する。 

13. 乙は、乙が次の各号の一つにあたるときは、甲が何らの催告を要さずにこの申合せを解除する

ことに異議を唱えない。この場合、甲は乙が     工区に入場することを拒否することが

でき、併せて損害の賠償を請求することができる。 

（１）役員等（甲又は乙が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその

支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお

いて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する

暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないもの（以下こ

の号において「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団

をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認

められるとき。 

（３）役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

14. 甲が整備する共用設備の利用については、別途締結する協定書によるものとする。 

15. 乙は、協力会社（二次以下の再下請負がなされた場合は、その再下請負業者を含む。）を使用

する場合には、責任をもって前項までの所定事項を履行させ、履行状況を確認するとともに、

履行していないものがあったときは、その是正を求め必要な措置を行わせる。 

 

以上 
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